
 

千葉市告示第２７３号 

 

千葉市国民健康保険条例（昭和６１年千葉市条例第１０号）第１３条第１項、第１７条

の５第１項及び第２１条第１項の規定に基づき、令和５年度の国民健康保険料率を決定し

たので、同条例第１３条第３項、第１７条の５第３項及び第２１条第３項の規定により次

のとおり、告示します。 

 

令和５年３月３１日 

 

千葉市長 神 谷 俊 一 

 

第１３条第１項に規定する保険料率（基礎賦課額） 

 （１） 所得割             １００分の６．８１ 

 （２） 被保険者均等割           ２０，６４０円 

 （３） 世帯別平等割     

   ア イ及びウ以外の世帯         ２４，８４０円 

   イ 一般特定世帯            １２，４２０円 

   ウ 一般特定継続世帯          １８，６３０円 

第１７条の５第１項に規定する保険料率（後期高齢者支援金等賦課額） 

 （１） 所得割             １００分の２．７３ 

 （２） 被保険者均等割            ８，４００円 

 （３） 世帯別平等割     

   ア イ及びウ以外の世帯         １０，２００円 

   イ 一般特定世帯             ５，１００円 

   ウ 一般特定継続世帯           ７，６５０円 

第２１条第１項に規定する保険料率（介護納付金賦課額） 

 （１） 所得割             １００分の２．３４ 

 （２） 被保険者均等割           １０，８００円 

 （３） 世帯別平等割             ８，１６０円 


